
厚生労働省�

加
齢
や
疾
病
に
よ
り
身
体
の
機
能
が
低
下
し
た
場
合
、�

車
い
す
や
電
動
ベ
ッ
ト
な
ど
の
福
祉
用
具
を
上
手
に
活
用
す
る
こ
と
で
、�

自
立
的
な
生
活
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
介
護
保
険
や
身
体
障
害
者
福
祉
法
な
ど
の�

福
祉
用
具
に
関
す
る
制
度
を
紹
介
し
て
、�

正
し
く
利
用
し
て
頂
く
た
め
に
作
成
し
た
も
の
で
す
。�

居宅介護支援事業所等の�

介護支援専門員（ケアマネジャー）に�

ご相談下さい。�

※標準的な既製品では対応が困難な�

　場合は、市町村の身体障害者福祉�

　担当課が紹介されます。�

介護保険制度を�
利用する場合は？�

市町村の身体障害者福祉担当課に�

ご相談下さい。�

※個別に製作する必要があると思われ

る方は、身体障害者更生相談所等の判

定により交付されます。なお、標準的

な既製品で対応できる場合は、介護保

険の相談窓口が紹介されます。�

補装具給付制度を�
利用する場合は？�

■ 使う人の身体に合っていますか？�

小さすぎる、または大きすぎて使いづらい、�
無理な姿勢を強いられる、身体に痛みが生じる……など�

■ 本人や介護者が無理なく操作できますか？�
多大な力が必要、操作が煩雑である……など�

■ 福祉用具を使用できる環境ですか？�

充分なスペースがない、段差がある……など�

チェックポイント！�

相談窓口は？�

適切な福祉用具を選ぶには？�



介護サービス計画（ケアプラン）に
おいて必要とされる福祉用具が�

貸与（一部は購入）されます。�

介護保険で福祉用具がレンタル・購入できます�

身体障害者手帳 を�

持っている方が対象です。�

身体障害者更生相談所等の
判定により必要があると判断された

場合には車いすなどが補装具として

給付されます。�

どちらにも該当する方（要介護者または要支援者で、かつ身体障害者手帳を持っている方）は、

「車いす」「歩行器」「歩行補助つえ」について標準的な既製品で対応できる場合は介護保険

で福祉用具の貸与を受けることになります。�

※ただし、更生相談所等により障害者の身体状況等に合わせて

個別に製作することが必要と判断された場合には、補装具とし

て給付されます。�

車いす�

歩行器�

歩行補助つえ�

標準的な既製品でよい場合�

上の品目以外

の補装具�

■貸与（レンタル）の対象種目�

■購入の対象種目�

要介護認定または、�

要支援認定を受けた方が

対象です。�

腰掛便座� 特殊尿器� 入浴補助用具� 簡易浴槽� 移動用リフトの�
つり具の部分�

車いす� 車いす付属品� 特殊寝台� 特殊寝台付属品�

体位変換器�

じょく瘡予防用具�

手すり� スロープ� 歩行器� 歩行補助つえ�

痴呆性老人徘徊�
感知機�

移動用リフト�

更生相談所等により障害者の

身体状況等に合わせて個別に

製作することが必要と判断さ

れた場合�

介護保険の保険給付�

補装具として給付�

〈補装具給付制度〉�

については身体障害者福祉法でも補装具として給付されます�

歩行補助つえ�

�

　車いす� 歩行器�

介護保険の対象となる福祉用具のうち�

（つり具の部分を除く）�

車いす・歩行器・歩行補助つえは�

どちらの制度を利用する？�

※車いすなどの一部の福祉用具には �
　個人にあわせて調整できるものも�
　あります。�
　事前に介護支援専門員等にご相談�
　下さい。�

標準的な既製品の中から�

選択されます。�

障害の状況により既製品を

給付する場合と個別に製作

されたものを給付する場合

があります。�


